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前 文

平成 23年度の献血の推進に関す

本計 |1可 は、安全な血液製斉Jの安定供給の確保等に関する法律 (昭和 31年法律第 160号 )第 Jo粂 第 ]項の規定に基づき定める平成 23年度の献山Lυ )lll進 に1用 する計lllliであ り、血液製斉Jの安叡生の向上及び安定供給の確保を1図 るための基本的な方針 (5F成 20年厚生労働 F告示第 326号 )に基づく()の でル)る ∪

第 1節 平成 23年度に献血によ り確保すべき血液の目標量

11ニナ」え23年度に必要と
liLχ求1赳斉J⊂)]ラ リットノし、
オlン ぞオ10万 リットノレ、(D

である。

見
■ 事

れ る輸山L用 山L液製斉1の 社は、金11[製 斉JO万 リッ トル、赤
liL漿 製斉」〇 万リッ トル、 J触_小板製斉Jo万 リッ トルであ レ)、 そ
万リッ トル、(D乃 リッ トル、⊂)万 り、ットルが製造 さオlる 見込み

・

豊i鮮I#lirダ ll輩獅欅
」器 ∬濯曹農結町71、↑

|ッ
トルの llL液 を1状 liLに より確保する必要があるЭ

第 2節 前節の目標量を確保するために必要な措置に関する事項

前年度までの献 11上 の実施状況とその評 lllllを 踏まぇ、5r成 23年度の献 1lLIイ「進計画におけろ具体的な措置を以 卜
‐
の。1こ うにlLν )る 。

1 献血に関する普及啓発活動の実施
° 日は、都道府県、|lf町村 (特別区を含むり以 下同じ。 )、 採山L事 業者等の関係者の
協力を得て、献 liLに より得られた1lL液 を原料とした血L液製斉」の安定供給を確保 し、そのにゴ内 |:1糸合を推進Jィ5(と とモ)に 、芝てく1月 1モ に対 し、′台療に′

z、 要な1117夜 事せ斉Jの磁:f呆 が樹1/J扶 助と博愛精神による自発的な献 111に よって支えられていることゃ、血液製剤の適ll使 チ||が求められて́いること等を含め、献1lLや 111液製剤についてlJ l民 に 11:確 な情報を
伝え、そのFI解 と献 liL´ ＼υ)協 ノプを求めるため、教育及び啓発を行う。・ 都道府県及び ||∫円「村は、lll、 採 111事 准者等の関係者の協力を得て、ょり多くの 11三 民の献山L・ のヽ参加を促進するため、澪l象 となるイト齢層ゃ地域の実情に応 じた啓発及び献
JiLイ fF進組織の育成等を

`Jlう

ことにより、献111への|ルと、をI劇 める、二
`と が′∠、要で

`ケ

)ろ ぅ。 採血JF業 者は、1月 、掏
`道

府県、市町村等の関係者グ)協 /Jを 得て、献ll者 の安全性に
li己 りむ〔すζ)と と tDに 、継続 して献1lLに 協ノプできる環境のイ:茎 備を行うことが ll要でぁる



このため、国、都道府県、市町村等の関係者 と協力して効果的なキャンペーンを実施

すること等により、献 111や血液製剤に関する一層の理解 と献血への協力を呼びかける

ことが求められる。

・ 国、都道府県、市田「村、採血L事業者及び医療関係者は、国民に対し、病気や ケガの

ために輸血を受けた患者さんや、そのご家族の声を伝える等により、1触 液ヽ製斉Jが これ

を必要 とする患 什への医療に欠 くことのできない有限で貴 Fllな ものであることを含

め、献血Lや 111液製斉]に ついての普及啓発を実施 し、又はこれに協力することが必要で

ある。

。 少子高齢 fヒ の進行によるliL液製斉Jを必要とする患 者́
‐の1曽加や献血L可能人口の減少、

liL液製斉Jの利用実態等について正確な情報を伝え、献血者等の意見を路まえつつ、こ

れ らσ)情報提供や普及藤発の手法等の改善に努めることが′と、要であるじ

・ 血L液製斉Jの安全性の確保のための取組の ^環 として、感染症の検査を目的とした献

JiLを 行わないよう、献llllに おける本人確認や問診の徹底は 1)と より、平素から様々な

広報手段を用いて、国民に周知1徹底する必要がある。

。 国、欄;道府県、市田「村及び採血L lli業 者は、平成 22年 1月 27日 に実施された英国

滞在‖ilに よる献 111卜J限 の見i貞:し 及び平成 23年 4月 1「]に施行さオじる採 liL基 2修 の改

TI:に ついて、国民に外1し て広報を十分行い、南人liLへ の協力を求める必、要がある。
。 これ らを踏まえ、以 ドに掲げる献山L・lll進のための施策を実施する。

① 効果的な普及啓発、献血者募集等の推進

lilL液 製斉Jについて、国内自給が確保されることを基本としつつ、将丼(に わたって安

定的に供給 される体制を維持するため、幼少期も含めた若年層、企業 。回1体、複数回

献血者に支lし て、普及僣発の対象を明確にした効果的な活動や l「l点的な献山l者・募集を

実施 し、以 ドの取組を行 う。

<若年層を文l‐ 参ことした対策>
・

llNl、 都道府県、「IF町村及び採血 事業者は、献山Llll進 活動を行 うボランティア組

織等の協力を得るとと屯)に 、機能的な連携を図ることにより、若年サロの献 liLや lit

液製斉Jに 関する理解の促進及び献山L体験の促進に組織的に取 り利1む。

。 若年層′ヽヽの啓発には、若年層向けの雑誌、放送媒体、インターネット等を含む

様 々な広報手段を用いて、同世I代 からのllrljlき かけゃ、献血についての広告に国が

作成 した献 liL推進キャラクターを活用する等、効果的な取組が必要である。

・ 特に 10代層ンヽσ)藤 発には、採血晃準の改 Jiに より、りj性 に限 り400ミ リリ

ットル全lil採 血が 17歳か嘔可能 となること等について情報を伝え、献山L者 の協

力を得る。

・ イ‐が幼
`少

;り1に よぅる親子に支lし 、 liL7(々 の人り」さべつりJけ 合いの心について、 親ff l千
]l

けの雑誌等の広報手段や 1血 L液センター等を活用 ヒて幣発を行うととt)に 、親か ら

子へ献11や血液製剤の意義を伝えることが lfl要 でル,る ことから、地域σ)特性に応

じて採血L所 に託児体制を確保する等、親子が献 1lLに 触れ合 う機会を設ける′

・ 1可 は、高校生を外lZこ とした献 1lLや血液製剤について解説 した教材や中学ノ11を 対



象 とした血液への理解を促すポスターを作成 し、
者 と協力して、これ 弓cl l教 材等を活用 しながら、
深めるための普及啓発を行うけ

都道府県、市町村及び採血事業
i状血ゃ inL液 製斉けに関するFll解を

・ 都 i五府 県及び 市町村は、地域の実情に応 じて、若 イ11刷 の献血Lン
｀ヽの関心を高めるため、学校等におぃて、ボ ランテ ィア活動推進の観点を踏 まぇっっ献山Lや血液製剤 に′Dい ての情 報提供を行 うとと t)に 、献血lll進活動を行 うボランテ ィア尉l織 との有機的な連携 を確保す る。

・ 採 1lL Lli業者 は、その人材ゃ施設を活用 し、若年層へ献 li上 の意氏ゃ 1lL液 製剤についてう)か りやす く説明す る |1状 liL出 前講座Jゃ ll■ 液センター等での 14N験学 i留 を不li極的に行い、正しぃ知識の普及啓 発と協力の確保を図る=そ のlll i基 に当たっては、
Llと 連携す る とと ()に、都道府 県、市町村及び献 1lL推進活動を行 うボランテ ィア
糸に織等の協力 を得 る。

・ 採血 [l軍 業者は、|ェ1及 び都道府県の協力を得て、学生献 111ボ ランテ ィアとの 更なる
連携 を図 り、大学等における献血の推進を促す とともに、将来、|え 療従可T者になろ
うとす る者に対 して、多 くの 1可 民の献 1lLに よって医療が支えられていろ |「

実ゃ 1lL液
製斉りの適 lJ三 随り]jの lTl要 性´ヽの理解を深めて t)ら うための取剰1を ′Jう

`|

<50～ 60歳代 を力l象 とした対策介
・

ll・ l及 び採 11l lli業 者は、都 i重 府りIt及 び市田「村の協力を″lて 、年齢別 人[1に 占める献
liL汁 の率が低い傾 1占1に ル)る 50～ 60歳代の層に対 し、lit液製斉1の 利用実態ゃ 1駄 1lLrll能 午齢 等につぃて ll確 な情報を伝え、相 /1扶助の修l点か ら1/1幣 発を行い、献 lil者
の 1曽 力IIを 区|る 〔|

・  1lL/jヽ板成分採 1lLに ついて、∫采1カ L基 ヤ
ltt/7dttIE I、 二、ょり、 町111に 同(り

`j9漂
屹̀ま で (た だ

｀

し、65歳 か ら69歳 までの方については、60歳か ら64歳 までの ||り に献山1の経
験がル)る 方にはくる)lf能 となる ことについ cli午 ‖1を 任iえ 、 献JiL者 ″)確 fitを 1劇 る.

<企 業等における献血Lの推進対策 )ヽ

。 国及び採 血L事 業者は、都道府県及び ||ザ 川]村の協力を得 て、献血に協賛す る企業
や |]1体 を幕 り、その社会貢献活動の 一っ として、企 准等における献mLの推進 を促
す。 また、Jll液 セ ン ター等にお ける献 1lLI∫F進活動の展冊1に 際 し、地 jllkの

実情に即したノブ法で企業等 との連携強 fヒ を |ス|り 、企業等にお ける献 1lLの lll進 を |ま|る ための
μ`Fびかけをイアうら

く複数回 1駄 血 者対策 >
・ に1及 び採 山L事 業者は、都道府りIt及 ひ市田「村グ)協 ノJを 得て、複数 1可献 1lL者 の協力が

1分に得 られ るよ う、平素か :)1lL液 センターに登録 された献 1lL者 に支Jし 、機動的か
つ効率的に呼びかけを行 う体制を構築する高また、献 1lLに 継続的に協力が得られていろ複数十日11駄 lil者 の組織化及び‐ll― ビスの向 11を 1響 )、 そσ)増 ヵllに 1収 り剰lむ ととも



に、献血の普及啓発活動に協力が得 られるよう取 り組む。

<献血推進キャンペーン等の実施 >
。 国は、献血量を確保 しやす くするとともに、感染症等の リスクを低減 させる等

の利点がある400ミ リリットル全血L採 山L及 び成分採血の推進及び普及のため、

都 i菫府県及び採血事業者 とともに、 7り ]に 「愛の血液助け合い運動Jを 、 1月 及

び 2月 に 「はた
｀
キ)の献liLJキ ヤンペーンを実施す るほか、 liL液 の供給状況に応 じ

て献血L推進キャンペーン活動を緊急的に実施する。 また、様々な広報手段を用い

て献山Lや lit液 製斉Jに 関するJl解 と献山Lへの協力を呼びかけるとともに、献 liL場所

を確保するため、関係者に必要な協力を求める。    .
・ 都道府県、市田]^村及び採 lillI業 者においても、これ らの献血推進活動を実施する

ことが重要である。また、市町村においては、地域における催 し物の機会等を活用

するなど、積極的に取 り尉lむ ことが望ましい。

献血運動推進全国大会の開催等

国は、都道府県及び採 liL事業者とともに、献 1血 Lに より得られた liL液 を原料とし

た山L液製斉Jの 国内「l給 を推進 し、広く[]民に献血Lや山L液製却lに 1関 する理解 と献血

への協力を求めるため、7月 に献 1lL運動lll進全 ll・ l大 会を開催するととt)に 、その

広報に努める。また、1可 及び都道府県は、献 l血 L運動のlli進 に1判 し不li極的に協ノ」し、

模範となる実績を示 したIJI体又は lll・ l人 に対し表彰を行う。

献血推進運動中央連絡協議会の開催

国は、都道府県、「|「 町村、採 liL事業者、献 111推進活動を行 うボランティア剰l織、

患者団体等の代表者の参加を得て、効果的な献 liLttj上 のための方策や献 Im、 を推進

する上での課題等について協議を行 うため、献■L推進運動中央連絡協議会を開催

する。

献血推進協議会の活用

都道府県は、献血や血L液製剤に関する住民の理解 と献 1lLへの協力を求め、1lL液

事業の適正な運営を確保するため、採血事業者、医療関係者、商I会議所、教育

機関、報道機 1対 等から幅広 く参加 計を募つて、献jl推進協議会を設置 ヒ/、 定 1切的

に開催することが求められるぃ|ド町村において も、同様の協議会を設置すること

が望ましい。

都道府県及び市町村は、献血推進協議会を活りHし 、採血L事業者及び血_液 Lli業 に

関わる民間組織等とi上携 して、都道府県献 liL推進計画の策定のほか、献 liLや血液

製剤に関する教育及び啓イさを検言ヽ|す るとともに、民間の献血L推進府1織σ)育成等を

行 うことが望まヒノいし

その他関係者による取組

官公庁、企業、医療関係 l・
ll体等は、その構成員に対し、ボランテ ィア活動でル)

る献山Lに 対 し積極的に協ノ」を呼びかけるとと t)に 、献 liLの ための体暇 l収 得を容易

②

③

④

⑤



にす るよ う配慮す る等、進んで献血 しゃすぃ環境作 ′)を推進す ることが望 ましい

2 献血者が安心 して献血できる環境の整備
・ 採血事業者は、献血の受入れ l~当 たっては献鵬L者 に不快の念 を l」‐えないよ う、丁寧

な処遇 をす ることに特に留意 し、献山L者の要望を把 1屋す るととこ)に 、採 1lL後 の休憩ス
ペー スを十 分に確保す る等、献山L受 人llxttσ )改 iキ に努める.ま た、献血者の個人1青 報
を保護す るとともに、国の適 切な 1月 与の Fで献血による健康彼害に対す る補償のため
の措「

riを
実施づ

―
る等、献 InL者 が安′とヽして献血できる環境 1整備を行 うυ

・ 採 liL導「薬者は、特に初回献 111者 が抱ぃてぃる不安等を1/、 拭す るため、採Jllの 手順ゃ
採 1lL後 の過こ し方等について、映 |なゃ リーフ レ ノ゙ト等を活用 ヒ_た 'I∫

|〕有説 |り |を 十分に行
い、献 liL者 の安全確保を図る。

・ 採 mL事 業者は、採血所における地 llltの 特性 に合わせたィメー ジ作 りゃ移動採 1血L lllの

外観の見 i「

[[し
等、なお ―層の イメー ジア ップを図 り、献 IAL者の増力||を 図る。

・ 国及び都道府 県は、採血事業者によるこれ らの取組 を支1媛す ることが重要である。

第 3節  その他献血の推進に関する重要事項

献血の推進に際 し、考慮すべき事項

① 血液検査による健康管理サー ビスの充実
。 採 liL:l「 業汁は、献 1lL制度の健

`主

なた展を図るため
管FI!に 資司

~る
検査を rliい 、献 1lL者 の希望を確認 して

llt色 素により1駄 1lLが できなかった1歓血 ||]込 者に対 tン

施 し、「状lil考 び)増 加を図る(1

・
1可 は、採血 lT業 者によるこれ らσ)取剰1を 支援す る。 また、献血者の健康管Jlに

資す る検 査σ)充実 ltttli上 のlll進 に有効であることか ら、本人グ)IFl意 の 11、 検 rヽ 結
果を健康診 査、 川 ||サ ドック、職 jj屹検査等で活用す ろとと tり に、1也域における保 1/tll

指導に t)用 いることができるよ う、川 知1又 は必要な指導を行 う。
・ 都道府 県及び ||ず ‖「本、1は 、 ニォしらの取お1に 1務 力するu

② 献血者の利便性の向上
° 採山L・

「
業 者は、安 剣生に配慮 しつつ、効率的に採 111を 行 うただ)、 立地条件等をそ

りむ:ヒ た́採 lil所 の設置、地域の実情に応 じた移動採 liL I11に よる計|lhi的 採 liL等 、献 1lL者
の利便性及び安全で安′と、な献拍Lに |[己慮 した献mL受 人14Ntt 1/mィ

“

備及び充実を図6.
・ 都i重府県及び ||「町村は、採 1lL:|「 業者と 卜分協議 して移動採 liL lllに よる採 liL等の 日

程を設定 し、そσ)た
`ゼ
)の 公共施設グ)提供等、採血事業 計の献JiLt/2受 入れに協ノ」する

こ_と が「Il要 でル)ろ .

③ 血液製剤の安全性を向上するための対策の推進
。 国は、「輸 1lL 12コ京σ)′友_ィ t′ |′li孫 :lヵtの ためグ)総

f)´を1策」に
'1争

づき、採 liL事 業者
｀
と連携

と、1駄 lilを に対す る健康管llllサ ー ビスの充実等による健康な献 liL什 の確保、1状」L汁

島
‐

、採 1lLに 際 して献 1lLttυ j1//Jl康

そυ)結 果を通知]す るぃ また、

て栄養十に よる健康相談を実



の本人確認の徹底等の検査 目的の献血の防止のための措置を講ずる等、善意の献血

者の協力を得て、 JLL液製剤の安全性を向上するための対策を推進する.

④ 採血基準の在 り方の検討

。 国は、献血者の健康保護を第一に考慮 しつつ、献1lLの推進及び血l液の有効利用の

観点から、 採 liL力に4色 の見直 しの検言寸を行 う。

⑤ まれな血液型の血液の確保

・ 採血事業者は、まれな|[L液型を持つ患者に対する血L液製斉Jの 供給を確保するた

め、まオ1ノ な liL液型を持ンD者に対 し、その意向を踏まえ、登録を依頼するビ
。 国は、 まれな山L液型 7‐l血 液の供給状況について調査する。

⑥  200ミ リリッ トル全血採血の在 り方の検討

。 国は、200ミ リリットル全血採血の在 り方について、医療機関における使用実

態等を踏まえ、検討を行 う。

2 血液製剤の在庫水準の常時把握と不足時の的確な対応

。 日、都道府県及び採 liL事業者は、赤血球製剤等の在庫水準を常時把握 し、在庫が不

足する場合又は不足が 予測される場合には、その供給に支障を及ぼす危険性をlllJJ案 し、

国及び採 liL事 業者が策定 した対応マニュアルに基づき、早急に所要d)対策を講ずるこ

とが重要である。

3 災害時等における献血の確保等

・  国、都道府県及び市|‖「村は、災害時等において献 liLが確保されるよう、採 liL事業

者と連携 して必要とされる献 liL量 を把握 した Lで、様々な広報 手段を用いて、需要

に見合つた広域的な献 1lLの 確保を行 うととt)に 、製造販売業者等υ)関係者と連携 し、

献血により得られた山1液が円滑に現場に供給 されるよう措riを 講ずることが必要で

ある。 また、採山L lli業 汁は、災1年時における献血受人体制を構築 し、広域的な需給

調 4盗 等の手順を定め、[J、 都道府県及び市町村 と連携 して対応できるよう備えるこ

とにより、災害時における献拍Lの受入れに協力する。

4 献血推進施策の進 捗 状況等に関する確認と評価

。
IJJ、 都道府県及び市町村は、献血推進のための施策の短期的 又は長期的な効果及び

進 捗 状況並びに採 liL事業指による献 1血 Lの受入れの実績を確認 し、そσ)評 価を次年度

の献Jll推進計 lllll等 び)作成に当た り参考とする。また、必要に応 じ、献 1血 L推進のたソ)の

施策を見直す ことが必要でル)る J

。 国は、献 liL推進運動中央連絡協議会等の機会を活用 し、献血Lの推進及び受入れノに関

し関係 者の協力を求ダ)る 必要性について献血_lll進活動を行 うボランティア組織 と認

識を共有 し、必要な措置を講ずる。

・ 採 liL 17業 者は、献 li上 の受入れに1用 する実績、体制等の ;:平 佃iを 行い、献 litの 推進に活

‐6-



用す る。
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